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＜総説＞

抄録
災害時には，災害による直接的な死亡だけでなく，避難生活等において亡くなる震災関連死や健康
被害などの問題があり，その多くが高齢者・障がい者などの要配慮者・避難行動要支援者である．本
稿は，避難所・応急仮設住宅の供与について，高齢者・障がい者への配慮や健康影響の視点から，東
日本大震災以降の動向や今後取り組むべき課題を整理することを目的とする．
内閣府や復興庁，厚生労働省などの行政資料や，医中誌等を中心に主に東日本大震災後に発表され
た研究論文・資料を収集し整理した．
東日本大震災では，その被害規模の大きさや津波被害地での避難所・応急仮設住宅の開設が困難で
あったことなどから，様々な工夫を凝らした避難所・応急仮設住宅の設置・運営が行われた．たとえ
ば，賃貸型応急仮設住宅の導入がその例である．一方，災害救助法が想定していなかった「在宅被災
者」など新たな課題も表出した．避難所・応急仮設住宅に関する研究の蓄積と，それを反映した制度
の改革などにより，徐々に状況は改善しているが，避難所・応急仮設住宅の物理的環境の問題は依然
として解消されていない．また，結露やカビ・ダニなどの室内環境の問題も残されている．
今後も高齢化が進む中，高齢者・障がい者に配慮した避難所・応急仮設住宅の環境整備は，震災関
連死の予防やその後の健康被害の予防のためにも早急に取り組むべき課題である．

キーワード：東日本大震災，避難所，応急仮設住宅，高齢者，障がい者

Abstract
There are many deaths and health hazards that occur during evacuation apart from disaster-related 

deaths. Most of these deaths are among older adults and people with disabilities.
The purpose of this paper is to assess trends in evacuation after the Great East Japan Earthquake and ad-

dress future implications regarding the supply of evacuation shelters and emergency temporary housing for 

連載：東日本大震災からの10年―国立保健医療科学院からの発信̶
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I．はじめに

高齢者・障がい者は災害時の影響を受けやすく被害も
大きい．また生活再建においても特有のニーズを生じる．
このため，避難・復旧・復興の一連の過程において，様々
な配慮が必要である．
近年，多発し多様化する自然災害への対応において，

避難所・応急仮設住宅におけるバリアフリー仕様や生活
支援サポートの整備などが進められてきた．一方で，建
設型応急住宅に加えて賃貸型応急住宅による対応が増え
る中で，生活支援の提供や孤立・孤独化の解消の難しさ
など新たな問題も発生している．
本稿では，高齢者・障がい者に配慮した避難所・応急

仮設住宅の取組みについて東日本大震災以降の新しい動
きを中心に紹介するとともに，今後取り組むべき課題を
整理する．見落とされがちな避難所・仮設住宅の環境衛
生についても取り上げる．

II．避難所の課題

 1 ．東日本大震災の被災の特徴
東日本大震災の特徴は，地震に加えて津波の影響が大
きく，被害が広範に及び人的・物的共に多大な被害をも
たらしたこと，およびその被害が長期にわたっている
ことである．死者数は19,747人，行方不明者は2,556人，
住家の被害は全壊122,005棟，半壊283,156棟，一部破損
749,732棟を数える（令和 3 年 3 月 1 日現在）[1]．発災
直後の避難者数は約47万人で，現在（令和 3 年 9 月）

もなお約 4 万人が全国で避難生活を送っている[2,3]．応
急仮設住宅の入居者数は最大時で約31.6万人であったが，
令和 3 年 3 月時点で約２千人に減少し，岩手県・宮城県
においては令和 3 年 3 月末でようやく仮設生活が解消し
た[4]．
東日本大震災では，関連死・孤独死・自殺などの間
接的な人的被害も大きかった．震災関連死者数は，令
和 3 年 3 月31日現在で3,774人に上る．関連死の多くは
避難所への移動や避難所での生活による心身への打撃が
原因である[5]．復興庁の検討会報告によると，東日本
大震災における震災関連死死者数（1,632件）のうち調
査対象とした1,263件の死亡の原因（複数選択）は，「避
難所等への移動中の肉体・精神的疲労」が431件，「避難
所等における生活の肉体・精神的疲労」が638件であっ
た[6]．同報告に記載されている関係者の意見をみると，
避難・避難生活等について，「避難所等での厳しい生活
環境が，その後の健康状態にも影響を及ぼす．（中略）
避難所等の環境整備・改善が重要．併せて，避難所入所
者には，暑さ・寒さ対策等に特に留意し，仮設住宅への
早期の入所も重要．」との指摘がある．また，今後の対
応として，避難所等の生活における高齢者・障がい者等
への配慮や，避難所の運営にあたって女性を責任者に加
え男女共同参画の視点を重視することが提言されている
[6]．

 2 ．避難所の環境と健康問題
東日本大震災における避難所の数は，東北 3 県で発

災 1 週間後の1,874か所，東北 3 県を含む全国では 2 か

older adults and people with disabilities and health issues.
Data were obtained from the Cabinet Office, the Reconstruction Agency, the Ministry of Health, Labour 

and Welfare, and research papers and materials published after the Great East Japan Earthquake, and anal-
ysed.

Owing to the magnitude of the damage caused by the Great East Japan Earthquake and the difficulty in 
opening evacuation shelters and temporary housing in tsunami-damaged areas, various ingenious evacua-
tion shelters and temporary housing systems were installed and operated. For example, rental type emer-
gency temporary housing was introduced. However, the Disaster Relief Act had to deal with other issues 
such as “refugee at home” that it had not envisioned.

The situation has gradually improved because of increased research on evacuation shelters and emergen-
cy temporary housing, and the system reforms based on them. However, the physical environment issues, 
such as barrier-free of evacuation shelters and emergency temporary housing have not yet been resolved. 
In addition, problems with the indoor environment, such as dew condensation, mould, and mites, continue 
to remain.

As the Japanese population continues to age, improving the environment for evacuation shelters and tem-
porary housing for older adults and people with disabilities is an issue that should be addressed immediately 
to prevent disaster-related deaths and any subsequent health hazards.

keywords:  Great East Japan Earthquake, evacuation shelter, emergency temporary housing, older adults, 
people with disabilities
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月後の2,417か所がピークである[7]．これは阪神淡路大
震災の1,154か所（ピーク時）を大きく上回る．避難所
は災害救助法によればその開設期間は原則 7 日以内であ
るが，大規模災害では長期化している．阪神淡路大震災
では 7 か月後に避難所が廃止されたが，東日本大震災で
は 7 か月後も東北 3 県で73か所の避難所が残った．ただ
し，阪神淡路大震災では，避難所閉鎖後も，通勤・通院
等の問題から仮設住宅に入居できない避難者が多数いた
ため，避難所に代わる施設として一部の避難所が待機所
として開設されており，実質の避難所の解消はさらに長
期化した経緯がある[8]．
避難所は原則として，学校，公民館，福祉施設等の公
的施設が指定される．もともと避難所として設計された
建物ではないため，バリアフリー対応や暑さ・寒さ対策
は不十分であり居住性能は高くない．
多数の避難者が集中するために過密も問題となる．東
日本大震災では，400人以上を収容していた学校施設が
多数あり，中には発災直後に700～1,000人を収容した施
設もあった[9]．陸前高田市のある避難所の発災翌日の
状況をみると，一人当たり占有面積は1.0㎡であり，こ
れは畳半分の広さしかない[9]．阪神淡路大震災でも，
発災直後の避難所の一人当たり占有面積は1.0～1.7㎡
（畳 1 枚以下）が最も多く，満足に寝ることも困難な
状況であった[8]．首都直下型地震に備える首都圏（1
都 4 県）の自治体でも，想定している一次避難所の一人
当たりの収容面積は1.57～2.93 ㎡である[8]．国際的な人
道憲章に基づき災害や紛争時の支援における最低基準を
記したSphere Handbook2018では，避難所内の居住スペー
スの最低基準を一人当たり3.5㎡としており[10]，これと
比べるとかなり狭い．最近では，新型コロナウイルス感
染症の流行に伴い，感染症対策という観点から，一人当
たり 3 ㎡以上あるいは 1 家族当たり 3 ｍ× 3 ｍの区分を
目安とするマニュアルやガイドラインが策定されている
[11,12]．さらには，避難所のレイアウトの参考例を作成
し地方公共団体に周知している[13]．
避難所生活による健康問題には，新型コロナウイルス

感染症以外にも，従来から「感染症（呼吸器・胃腸炎・
膀胱炎），慢性疾患の悪化（糖尿病，在宅酸素，透析患
者）， 深部静脈血栓（急性肺動脈塞栓症），生活不活発病，
熱中症（夏季）， 偶発性低体温，便秘，心理的ストレス」
などが挙げられている[14]．阪神淡路大震災では避難所
生活をしている被災者が多い地域で循環器疾患による
死亡例が多く見つかり[15]，また新潟県中越地震では車
中泊者を中心に肺・深部静脈血栓症が多く発生した[16]．
東日本大震災でも，前述のように避難所等における過酷
な避難生活による震災関連死は少なくない．一方で，阪
神淡路大震災や新潟県中越地震等の経験を教訓に，早期
に避難所に入り予防検診活動や体操指導などが行われ，
静脈血栓塞栓症の発生率が大幅に低下したとの報告もあ
る[17]．また，避難所では感染症の発生リスクが高い状
況であったが，例えば福島県県南地域では，国立感染症

研究所が開発した避難所感染症サーベイランスを導入し
モニタリングを実施した結果，感染症集団発生を早期に
探知しただけでなく状況に応じた環境衛生管理の介入に
成功している[18]．

 3 ．在宅被災者とその対応
東日本大震災では長期の避難が見込まれることから，
ホテルや旅館を借り上げた避難所も開設された．一方で，
知人・親戚宅に身を寄せたり，車や被災した自宅で避難
する「在宅被災者」も多数存在した．
「在宅被災者」の存在は，東日本大震災以前は大きく
取り上げられることはなかったが，震災 4 年後に仙台弁
護士会や一般社団法人チーム王冠が宮城県内で実施した
調査により顕在化した[19]．令和 2 年 3 月に総務省が発
表した報告書は，これまで災害対策基本法で想定されて
いなかった「避難所外避難者」や「避難所閉鎖以降の在
宅被災者」について，その把握・支援を勧告している
[20]．同報告書によると，岩手県では平成23年 4 月 3 日
時点で避難所避難者数24,693人に対し，在宅通所避難者
数24,372人であり，避難所とほぼ同数が自宅で避難して
いた．宮城県石巻市では人口の約半数が避難者となった
が，「在宅等避難者数」は避難所避難者の倍以上の約 6.1 
万人（平成23年 3 月下旬時点）を占めた．避難所に避難
できなかった理由として，「障害者である娘が環境に適
応するか分からなかった（大規模半壊・60 代母と子等
の世帯）」「体の不自由な母親が避難所を拒否した（全壊・
70代母と子）」「夫に障害があり，家から出ることは考え
なかった（半壊・60代夫婦）」など本人や家族の健康状
態によるものや，「避難所に行ったが，人が一杯で入れ
なかった（全壊・70代夫婦）」「避難所に避難した後に家
が流されずに残っているという理由から，避難所からの
退所を求められた（全壊・60代 6 人世帯）」など避難所
の受け入れ体制の課題が挙げられている．また，避難所
外避難者は，支援物資や必要な情報が得られなかったな
どの生活上の課題が指摘されている[20]．さらに，避難
所外避難者は，自宅再建のための制度の未利用者が多く，
制度を利用したとしても十分に自宅の修理ができず，仮
設住宅や災害公営住宅にも申し込めないことから，在宅
被災者として壊れた住宅に住み続けているものが多数存
在した[20]．避難所外避難者については，その支援ニー
ズの把握はもとより，そもそも所在の把握さえ十分でな
かったことは問題である．今後想定される大規模災害で
は，避難所の収容力の問題や感染症対策などから，在宅
避難も選択肢の一つとして勧奨している自治体もあるこ
とから[8]，在宅避難を想定した支援ニーズの把握につ
いて地方自治体の積極的な関与が求められる．

 4 ．福祉避難所
福祉避難所は，阪神淡路大震災を契機に平成 8 年の災

害救助法の見直しの際に位置付けられた[21,22]．平成20
年に厚生労働省が「福祉避難所の設置・運営に関するガ
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イドライン」を策定したが，東日本大震災の後，平成25
年に策定された「避難所における良好な生活環境の確
保に向けた取組指針」を受けて平成28年に「福祉避難
所の確保・運営ガイドライン」が作成され，さらに令
和 3 年 5 月に現在のガイドラインに改定された[23]．
福祉避難所の指定基準は，災害対策基本法施行令によ
り，「要配慮者の円滑な利用の確保，要配慮者が相談し，
又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備
その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項
について内閣府令で定める基準に適合するものであるこ
と」と定められている．
ガイドラインには，東日本大震災における福祉避難所
の課題として，「支援者の課題：福祉避難所を支える支
援者の確保が不十分であった」「移送の課題：広域に避
難することを余儀なくされ，交通手段・燃料の確保が困
難であった」「スクリーニングの課題：どの被災者に福
祉避難所へ避難させるかの判断が難しかった」「多様な
要配慮者への対応の課題：多様なニーズを持つ被災者に
きめ細かく対応することが困難であった」の 4 点が挙げ
られている．また，それ以降の大規模災害，特に令和元
年台風第19号等の被害を踏まえて，「福祉避難所の確保
の課題：指定避難所として指定された福祉避難所の確
保が進まない」「福祉避難所への直接の避難：障害者等
については平素から利用している施設へ直接避難した
いとの声がある」「良好な生活環境の確保の課題：感染
症対策，熱中症対策などの保健，医療的対応の重要性
が高まっている」の 3 点が指摘されている[23]．この結
果，令和 3 年の改定では，以下の 4 つの事項が追記され
た．すなわち，「指定福祉避難所の指定及びその受入対
象者の公示」「指定福祉避難所への直接の避難の促進」
「避難所の感染症・熱中症，環境衛生対策」「緊急防災・
減災事業債等を活用した指定福祉避難所の機能強化」で
ある．特に 3 点目の「避難所の感染症・熱中症，環境衛
生対策」については，新型コロナウイルス感染症への対
応などと関連して，準備すべき備品や対策などが詳しく
追記されている．また，発達障害者や知的障害者なども
想定し，パニック等の際に落ち着くための「カームダウ
ンスペース」の確保なども例示されている．さらに，一
般避難所においても，要配慮者スペースの確保等支援を
行うことを明記した．一方，2点目の「指定福祉避難所へ
の直接の避難の促進」については，日本経済新聞社が全
国の政令市と東京特別区を対象に実施した調査によると，
「自宅などから直接避難する仕組みを整えているのは全
体の 1 割強」にとどまり，「大半が一般の避難所に入っ
た高齢者らの中から自治体が介助の必要性などを判断し
て移送する方法」を取っており，対応が遅れている[24]．

III．応急仮設住宅の課題

 1 ．建設型応急住宅と賃貸型応急仮設住宅
東日本大震災では，応急仮設住宅として，プレハブ住

宅の他に，地場の木材を使った木造仮設住宅や，いわゆ
る「みなし仮設住宅」と呼ばれる民間賃貸住宅を利用し
た仮設住宅が多数供与された．応急仮設住宅の戸数は，
建設型応急住宅（プレハブ・木造）が53,194戸（平成26
年 3 月 1 日時点），賃貸型応急住宅が68,465戸（平成24
年 3 月30日時点）に上る[25]．この他にも，トレーラー
ハウスやコンテナハウスなど，可動式で復旧期だけでな
く復興期にも住宅として転用できるタイプの住宅が活用
された．
応急仮設住宅の供与期間が長かったのも，東日本大震
災の特徴である．災害救助法では救助期間は応急仮設住
宅完成の日から 2 年間であり，特定非常災害の指定があ
る場合のみ 1 年を超えない期間ごとに延長が可能である
が，阪神淡路大震災では約 5 年間，新潟県中越地震では
約 3 年間，利用に供された．東日本大震災では岩手県・
宮城県で令和 3 年 3 月末をもって応急仮設住宅がすべて
解体されたが，10年を経た今もなお，約２千人が応急仮
設住宅に入居している[4]．

 2 ．建設型応急住宅の課題
東日本大震災の発災当時の建設型応急住宅は，標準面
積が 1 戸当たり29.7㎡（ 9 坪）で，単身用は19.8㎡（ 6 坪），
大家族用（4人以上）は39.6㎡（12坪）と定められてい
た． 9 坪タイプは2DKの間取りで小家族 2 ～ 3 人用とし
て供されたが，この広さは一般住宅の 2 人世帯の最低
居住面積水準（30㎡）と同じである．5歳以上の子ども
が 1 人以上いれば最低居住面積水準は40㎡を超えるので，
最低居住面積水準以下の居住環境となる．
当時の災害基準法に基づく応急仮設住宅の標準建設費
は 1 戸当たり238.7万円であった．しかし実際には，寒
さ対策やバリアフリー対策，雨風対策などの追加工事
や，集会所や談話室の追加整備などを含めて 1 戸当た
りの平均コストは約620～730万円であった[26]．平成29
年 4 月から，面積基準は撤廃され，標準建設額も 1 戸当
たり238.7万円から551.6万円（令和 3 年 5 月の手引きで
は571.4万円）に引き上げられた[27]．
建設型応急住宅の大きな課題の一つは，バリアフリー
化の不徹底である．厚生労働省は仮設住宅着工早期から
バリアフリー仕様の通達を発出し，各仮設住宅でバリア
フリー化対応が実施されたが，全住戸に手すりを設置し
た自治体から，介護保険制度の住宅改修での対応を行う
自治体まで，対応は様々であった[28]．宮城県石巻圏域
では，社会福祉士や理学療法士・作業療法士らの専門職
が協力し宮城県復興基金事業「リハビリテーション支援
事業」を用いて生活支援ニーズ調査を行い，住環境に問
題がある世帯には福祉用具の導入や住宅改修を行った．
結果として，延べ1,300戸を超える仮設住戸でバリアフ
リー化支援が実施された．石巻市において支援を行っ
た住宅は全仮設住宅の16.0％で，対応箇所は浴室91.4％，
脱衣室22.4％，トイレ17.6％，玄関4.3％であった．支援
対象者の21.7％が要介護認定者，8.5％が障害者手帳保持
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者で，残りの世帯の 7 割以上は65歳以上の高齢者であっ
た[28]．
福島県や宮城県では，全仮設住宅の10％にスロープを

付けたが，必要な人がうまく入居できていないというミ
スマッチの問題が起こった．車いす対応としては，雁木
のような外廊下を付けたもの（図 1 ）や住棟間に屋根を
かけたもの（図 2 ）など，いくつかのバリエーションが
見られた[29]．
水周り（トイレ，浴室）は，もっともバリアが表出し

やすい場所である．応急仮設住宅に見られる水仕舞の方
法は大きくは 2 種類で，浴室の出入り口部分だけに段差
を設けているパターンと，トイレの床面も浴室の出入り
口と同じ高さまで上げているパターンである．筆者らの
調査では，高齢のため浴室入口の段差に対応できず，自
宅（仮設住宅）での入浴を行っていないものが複数存在
した[29]．宮城県大船渡市内には 2 か所に車いす対応仮
設住宅が建設されたが，介助者がいる入居者を想定して

おり，建具を引き戸やアコーディオンカーテンにするな
どの工夫は取り入れられているものの，浴室の段差は
解消されていない[30]．熊本地震では，仮設住宅の抽選
に当たっても室内段差等のために入居できないとあき
らめて避難所に戻った車いす使用者がいたことから，県
は急遽車いす対応型の仮設住宅を設計し 6 戸を建設した
（図 3 ）[31]．
福島県では，地元の住宅関連産業の活性化や雇用創出，
放射線の風評被害によって売れなくなった県産材の消費
などのために，木造仮設住宅の建設を行い6,500戸の供
給を行った．その一部には，木造住宅でありながらコン
クリートのべた基礎を用いて床高を低く抑えたものや，
ログハウスによる仮設住宅でグッドデザイン賞を受賞し
た例などがある[29]．
東日本大震災時の木造仮設住宅の建設経験を経て，平
成23年 9 月に一般社団法人全国木造建設事業協会が設立
された．都道府県と同協会との災害協定は令和 3 年 3 月

図 1　外廊下をつけた例

図3　車いす対応仮設住宅の平面図 

図 2　住棟間に屋根をかけた例
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末時点で38都道府県と10市に及んでいる[32]．

 3 ．福祉仮設住宅
福祉仮設住宅とは，高齢者等が介護や生活支援サービ
ス等を受けて生活する仮設住宅で，阪神淡路大震災時に
初めて登場した．当時は「高齢者・障害者向地域型応急
仮設住宅」と呼ばれ，応急仮設住宅全体（48,300戸）の3.9％
に相当する1,885戸が供給された．住宅のタイプは，Ⅰ
類型（グループホームケア事業）とⅡ類型（生活支援員
派遣事業）がある．当時は介護保険制度や障害者自立支
援法（現在は，障害者総合支援法）の制定前であり，こ
れらの制度に規定されない当時の被災地でのニーズや建
設条件を背景にした取り組みであった[33]．
介護保険制度導入後に発生した新潟県中越地震では，

福祉仮設住宅は建設されず，デイサービスセンターが仮
設住宅地の被災高齢者等の生活支援拠点として整備され，
デイサービスセンターでは介護保険サービスを中心とす
るサービスが提供された[33]．
東日本大震災では岩手県で120戸，宮城県で290戸の福

祉仮設住宅が供給された．ユニット型個室又は 4 人 1 部
屋の多床室を基本とし，福祉施設の設備等に関する基準
等を参考に設置された．建設型応急住宅全数に占める割
合は，それぞれ0.86％，1.31％で阪神淡路大震災より少な
く，また開設時期も遅かったが，これは一般仮設住宅の
供給を優先した結果，土地の確保が困難であったためで
ある．新潟県中越地震のデイサービスセンターと同様の
機能を持つサポート拠点は，東北 3 県で115か所設置さ
れた．国が介護基盤緊急整備等臨時特例基金（地域支え
合い体制づくり事業分）を積み増しして拠点整備を推進
したことで，相当数の整備が実現できた[33]．

 4 ．賃貸型応急住宅の課題
賃貸型応急住宅の供給は，東日本大震災で本格的に導

入され，その後の熊本地震や平成30年 7 月豪雨でもこの
方式による応急仮設住宅の供与が広く行われた．建設の
ための用地確保や建設期間が不要であるため早期に入居
することができ，建設型応急住宅と比べて断熱性能など
居住性能が高く，供与の方法にもよるが広さや立地を選
ぶことが可能である．建設型応急住宅が 1 戸当たりの建
設に約600～700万円程度かかるのに比べ，賃貸型応急住
宅の供与にかかる費用は敷金・礼金などの初期費用や家
賃，内装などを含めても 2 年間で200万円弱であり経済
的である[34]．しかし，供与期間が 6 年以上になれば費
用のメリットはかなり小さくなる．逆に，民間賃貸住宅
が少ない集落地域では活用できる賃貸ストックが少なく，
都市部への転居が加速し，地域の関係性が崩れ所在の把
握が困難になったり，復興のための合意形成に支障が生
じるという問題がある[35,36]．高齢者・障がい者等にお
いては，条件にあった住宅を自ら探すことが困難な者も
多い．東日本大震災では，被災者自らが物件を探して地
方公共団体に供与の申込を行う方式と，都道府県・不動

産関係団体が協力して被災者の意向にあった住宅を探し
マッチングさせる方式が取られたが，高齢者や障がい者
には後者のマッチング方式が採られた．
賃貸型応急住宅の速やかな供与を実現するためには，
民間賃貸住宅関係者や事業者と地方公共団体との平時か
らの準備が重要であることから，令和 2 年にその手引き
が作成されている[37]．また，事前にマニュアルを作成
し不動産関係団体と共有するなど，自治体ごとに様々な
工夫が整えられてきている[38]．

 5 ．応急仮設住宅の健康影響
宮城県では，平成23年度から平成30年度まで，毎年，
応急仮設住宅入居者の健康状態について調査を行ってい
る．それによると，応急仮設住宅の高齢者の割合は増加
傾向にあり，各年度とも，健康状態が良くないと回答し
た者の割合は，建設型・賃貸型とも約 2 割前後，心の問
題を抱えている者の割合は 5 ～ 6 ％程度存在している
[20]．東北大学もまた，平成24年から現在まで，宮城県
の被災者の健康状態を継続的に調査している．睡眠障害
や心理的苦痛などは年を経るにつれて少しずつ改善して
いるものの全国平均よりも高いことや，筋骨格系自覚症
状の有訴率が依然として一般集団よりも高くなっている
[39]．被災高齢者の居住住宅の種類と運動機能低下との
関連について調べた研究では，みなし仮設・賃貸住宅に
転居した高齢者で運動機能低下者が多くなっている[40]．
同様に，みなし仮設・賃貸住宅に転居した者はγ―GTP
の上昇リスクも高くなっている[41]．仮設住宅群と自宅
群を比較した調査研究では，仮設住宅群の方がBMIの増
加が有意に高くまた運動量の減少や飲酒・喫煙量の増加
など生活習慣の悪化が認められた[42]．
健康影響は，仮設住宅におけるライフスタイル（生活
習慣や社会参加など）の変化によるところが大きいが，
仮設住宅の物理的環境が原因となるものもある．結露，
カビ，ダニの発生などである．仮設住宅では一般住宅と
比べて年間を通じて真菌濃度が非常に高いことが確認さ
れており，呼吸器アレルギー疾患を発症させる可能性が
あることや，実際に気管支喘息が比較的高率に発生する
傾向があり，発症・憎悪に関わる因子としてダニ・真菌
抗原の曝露が大きいことが明らかになっている[43]．カ
ビ，ダニ以外にも，パラジクロロベンゼンの室内濃度が
指針値を超えていたり，冬季に室内で燃焼系暖房器具を
扱う住宅では窒素酸化物濃度が高かったり，冬季や夏季
に不快と感じられる温熱環境の住宅が多くあったりする
などの問題が指摘されている[44]．

IV．災害ケースマネジメント

在宅被災者を含む避難者・仮設住宅居住者等の状況を
把握し対応するためには，支援者が被災者のもとに出向
き（アウトリーチ），個別の状況に合わせた支援策を検
討し関係者・関係機関と連携しながら支援を実施するこ
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とが重要である．この考え方は「災害ケースマネジメン
ト」と呼ばれる[45]．とくに，賃貸型応急住宅の導入に
伴い，被災者が広く分散し一様な対応が困難な状況下
では，アウトリーチは有効な手段である．「災害ケース
マネジメント」は，2005年のハリケーン「カトリーナ」
の災害時にアメリカで実施されたもので，日本では東日
本大震災後に仙台市で初めて試行された．熊本地震では，
熊本市が災害ケースマネジメントをいち早く導入し，早
期に避難所や仮設住宅を解消するなど成果をあげている
[46,47]．鳥取県では，鳥取県中部地震の 2 年後の平成30
年 4 月に「鳥取県防災及び危機管理に関する基本条例」
を制定し，災害ケースマネジメントを生活復興支援に位
置付け恒久制度化している[48]．

V．おわりに

本稿では，避難所と応急仮設住宅について，東日本大
震災の現状とその後の動向を，主に高齢者・障がい者へ
の配慮や健康影響の視点から整理した．
東日本大震災では，阪神淡路大震災や新潟県中越地震
などの教訓を踏まえながらも，その被害規模の大きさや
津波被害地での避難所・応急仮設住宅の開設が困難で
あったことなどから，様々な工夫を凝らした避難所・応
急仮設住宅の設置・運営が行われた．たとえば，賃貸型
応急仮設住宅の導入がその例である．一方，災害救助法
が想定していなかった「在宅被災者」など新たな課題も
表出した．「震災関連死」も多数に上り，避難所や応急
仮設住宅への移動中・滞在中に生じた割合も少なくない．
避難所・応急仮設住宅に関する研究の蓄積と，それを
反映した制度の改革などにより，徐々に状況は改善して
おり，「災害ケースマネジメント」など新しい取組みも
始まっているが，依然として取り残されている課題もあ
る．その一つが，避難所・応急仮設住宅の物理的環境の
改善である．バリアフリー化の不徹底により，高齢者や
障がい者等がそもそも住めなかったり，浴室・トイレの
利用が制限され生活の質が低下していたりする問題は，
相変わらず解消されていない．また，結露やカビ・ダニ
などの室内環境の問題は，直接的な死亡の原因にはなら
ないため顕在化しにくいが，アレルギー疾患など中長期
的な健康被害をもたらす恐れがある．
今後，人口減少や高齢化がますます進む日本において，
避けられない災害への対応に，高齢者・障がい者への配
慮は重要である．特に避難・復旧期における避難所・応
急仮設住宅の環境整備は，震災関連死の予防やその後の
健康被害の予防のためにも早急に取り組むべき課題であ
る．
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